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鎌か
ま

倉く
ら

幕ば
く

府ふ

の
成
立

幕府の建物があった場所幕府の建物があった場所
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はちはち
幡幡
まんまん
宮宮
ぐうぐう

1 現在の鎌倉のようす

鎌倉の地形の
特
とく
徴
ちょう
は何かな。

2 源頼朝（1147〜
1199）　（源頼朝木像　
甲
こう
府
ふ
市　善

ぜん
光
こう
寺
じ
蔵）
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御　家　人
ご け にん

●
土
地
の
支
配
権
を
認
め
る

●
新
た
に
土
地
を
あ
た
え
る

●
守
護
や
地
頭
に
任
命
す
る

け
ん

み
と

し
ゅ 

ご

じ 

と
う

●
京
都
や
鎌
倉
を
警
備
す
る

●
戦
時
に
は
、将
軍
の
た
め
に

　
一族
を
率
い
て
戦
う

き
ょ
う
と

か
ま
く
ら

け
い 

び

将　軍
しょう ぐん

奉

　公

御

　恩

ご

お
ん

ほ
う

こ
う

4 御恩と奉公

3 切
きり
通
どお
し　山の一部

を切り開いて，鎌倉に通
じる細い道がつくられま
した。

72-2
91
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源頼朝がつくった政治のし
くみには，どのような特徴
があるのでしょうか。

学習 課題

源頼朝と御家人との関係に着目しましょう。

見方・考え方 つながり

72-3
92
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1

源
みなもとの

頼
より
朝
とも
と鎌
かま
倉
くら
幕
ばく
府
ふ

1180年，伊
い
豆
ず
にいた 源

みなもとの
頼
より
朝
とも
2 や木

き
曽
そ

（長
なが
野
の
県）の源義

よし
仲
なか
などが，平

へい
氏
し
をたおそう

と兵をあげ，全国的な内
ない
乱
らん
が始まりました。

　鎌倉 1 を本
ほん
拠
きょ
として指

し
揮
き
をとった頼朝

は，集まってきた武士と主
しゅ
従
じゅう
関係を結ん

で御
ご
家
け
人
にん
とし，武家の政治のしくみを整え

ていきました。

　頼朝が派
は
遣
けん
した弟の義

よし
経
つね
（➡ 66-3 ペー

ジ）らは，平氏を追って西に進み，1185年，

壇
だん
ノ
の
浦
うら
の戦い（山

やま
口
ぐち
県）で平氏をほろぼしま

鎌倉幕府の政治
ー武士のための政治の始まりー

72-4
93
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した。その後頼朝は，対立して 姿
すがた
を隠

かく
し

た義経を捕
と
らえるとして， 朝

ちょう
廷
てい
にせまっ

て国ごとに守
しゅ
護
ご
を， 荘

しょう
園
えん
や公領に地

じ
頭
とう
を

おくことを認
みと
めさせ，御家人をこの役につ

けました。さらに，義経をかくまったこと

を理由に，奥
おう
州
しゅう
藤
ふじ
原
わら
氏を攻

せ
めほろぼし，

1192年，頼朝は，武士の総
そう
大
だい
将
しょう
として征

せい

夷
い
大
たい
将
しょう
軍
ぐん
に任じられました。

　こうして12世紀の末に鎌倉に立てられ

た武士の政
せい
権
けん
を鎌

かま
倉
くら
幕
ばく
府
ふ
1 9 といい，幕

府の続いた約140年間を鎌
かま
倉
くら
時
じ
代
だい
といいま

す。

　将軍は，御家人の領地を公
こう
認
にん
・保護し，

御家人を守護や地頭などに任命しました。

これを御
ご
恩
おん
4 といいます。その代わりに，

72-5
94
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御家人は 京
きょう
都
と
・鎌倉の警

けい
備
び
にあたり，戦

いのときには，一族・郎
ろう
党
とう
や下

げ
人
にん
（➡

68-6 ページ）を率いて命がけで合
かっ
戦
せん
に参

加しました。これを奉
ほう
公
こう
4 といいます。

鎌倉幕府の組織は，この御恩と奉公の関係

をもとに成り立っていました。

1 鎌倉幕府が成立した時期については，

東日本の支配権を朝廷に認
みと
められた1183

年，守護・地頭の設置が認められた1185

年，頼朝が征夷大将軍となった1192年な

どの説があります。

学習した人物：源頼朝・源義経小学校

72-6 73-1
95

A4判　26P　歴史



5 12〜13世紀の日本の動き

年年 できごとできごと
1180 源

げん
平
ぺい
の内乱が始まる

1185 源
げん
氏
じ
が壇

だん
ノ
の
浦
うら
の戦いで平

へい
氏
し
をほろぼす

1192 源
みなもとの

頼
より
朝
とも
が征

せい
夷
い
大
たい
将
しょう
軍
ぐん
に任じられる

1221 承
じょう
久
きゅう
の乱

らん
が起こる

1232 執
しっ
権
けん
北
ほう
条
じょう
泰
やす
時
とき
によって御

ご
成
せい
敗
ばい
式
しき
目
もく
が

制定される

基本用語

武士が政治の実権をにぎった時代のう
ち，平

へい
安
あん
時代末から戦

せん
国
ごく
時代までを中

世といいます。

中世

72-7
96
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6 北条氏の系
けい
図
ず
と源氏との関係

1

3

4

源 

義
朝

よ
し
と
も

み
な
も
と
の

北
条
時
政
と
き
ま
さ

範
頼
の
り
よ
り

義
時
よ
し
と
き

よ
り
と
も

よ
し
つ
ね

ま
さ 

こ

泰
時

政
村

時
房

と
き
ふ
さ

時
宗

と
き
む
ね

師
時

も
ろ
と
き

貞
時

さ
だ
と
き

高
時

た
か
と
き

経
時

つ
ね
と
き

時
頼
と
き
よ
り

長
時

な
が
と
き

頼
家

よ
り
い
え

公
暁
く
ぎ
ょ
う

実
朝

さ
ね
と
も

ま
さ
む
ら

や
す
と
き

頼
朝

義
経

政
子

ほ
う
じ
ょ
う

北
条
氏

げ
ん

　
じ

源
氏

5

8

9

14

10

6

7

2

1

し
っ
け
ん

こ
ん
い
ん

婚
姻
関
係

　
　親子・兄
弟
関
係

太
字 

教
科
書
に
登
場
す
る
人
物

は
執
権
に
な
っ
た
順
序

は
将
軍
に
な
っ
た
順
序

1

1

23

73-2
97
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だんのうら

壇ノ浦

　い　ず

伊豆

　き　そ

木曽　お　き

隠岐

かまくら

鎌倉
きょう と

京都

ひらいずみ

平泉

だんのうら

壇ノ浦

　い　ず

伊豆

　き　そ

木曽　お　き

隠岐

かまくら

鎌倉
きょう と

京都

ひらいずみ

平泉

0 300km0 300km

源平の戦い・承久の源平の戦い・承久の
乱の関係地乱の関係地

8 北条政子
（1157〜1225）
（神

か
奈
な
川
がわ
県　安

あん
養
よう

院
いん
蔵）

　みな心を一つにして聞きなさい。これが最
後の言葉です。頼朝殿

どの
が平氏を征

せい
伐
ばつ
し，幕府

を開いて以
い
降
こう
，その御恩は山よりも高く，大

海よりも深いものです。お前たちも御恩に報
いる気持ちはあるでしょう。ところが今，執
権北条義

よし
時
とき
を討

う
てという命令が，朝廷から出

されました。名
めい
誉
よ
を重んじる者は，源氏三代

の将軍が築き上げたものを守りなさい。上皇
方につきたいと思う者は，今すぐ
申し出なさい。
（『吾

あ
妻
づま
鏡
かがみ
』より一部要約）

7承久の乱と北条政子の言葉

73-3
98
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9 鎌倉幕府のしくみ

鎌
倉

京
都

地
方

（
御
家
人
の
統
制
、軍
事
）

侍

　所

さ
む
ら
い

　

  

ど
こ
ろ

（
財
政
と
政
治
一
般
）

政

　所

ま
ん

　
　
ど
こ
ろ

い
っ
ぱ
ん

さ
い
ば
ん

ご

　
け  

に
ん

（
裁
判
）

問
注
所

も
ん
ち
ゅ
う
じ
ょ

き
ょ
う  

と

か
ま
く
ら

け
い 

び

か
ん 

し

ち
ょ
う
て
い

ろ
く  

は   
ら  
た
ん 

だ
い

六
波
羅
探
題
（
京
都
の
警
備
、朝
廷
の
監
視
、

 

西
国
武
士
の
統
制
）

し
ゅ

　
　
　
ご

守

　護

（
国
内
の
軍
事
、警
察
と
御
家
人
の
統
制
）

（
荘
園
や
公
領
の
管
理
、年
貢
の
取
り
立
て
、

 

警
察
の
仕
事
） け

い
さ
つ

し
ょ
う
え
ん

ね
ん 

ぐ

じ

　
　
　
と
う

地

　頭

執権
しっけん

将軍

73-4
99
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執
しっ
権
けん
政治

頼朝の死後，頼朝の妻政
まさ
子
こ
8 の実家であ

る北
ほう
条
じょう
氏
し
6 がしだいに幕府の実

じっ
権
けん
をにぎ

るようになり，執
しっ
権
けん
という地位について政

治を行いました（執権政治）。

　源氏の将軍が３代で絶えると 2 ，京都

で院政（➡ 70-4 ページ）を行っていた後
ご

鳥
と
羽
ば
上
じょう
皇
こう
は，1221（承

じょう
久
きゅう
３）年，幕府を

たおそうとして兵をあげました。しかし，

北条氏に率いられた幕府の大軍に敗れ，隠
お

岐
き
（島

しま
根
ね
県）に流されました。これを承

じょう
久
きゅう

の乱
らん
7（➡ 74-1 〜 75-7 ページ）といい

ます。乱後，幕府は，上皇方についた貴
き
族
ぞく

73-5
100
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や武士の荘園を取りあげ，そこに新たに地

頭をおきました。また，京都には六
ろく
波
は
羅
ら
探
たん

題
だい
をおいて，朝廷を監

かん
視
し
し，西日本の御家

人を統制しました。これによって，西国に

も幕府の支配が広くおよぶようになりまし

た。

　1232（貞
じょう
永
えい
元）年，執権北条泰

やす
時
とき
は，御

家人の権利・義務や，領地の裁
さい
判
ばん
などにつ

いての武家社会のならわしをまとめ，御
ご
成
せい

敗
ばい
式
しき
目
もく
3 10（貞永式目）を定めました。こ

の法
ほう
律
りつ
は，その後長く武士の政治のよりど

ころとなりました。

73-6
101
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一�　諸
しょ
国
こく
の守護の仕事は，御家人の京都を守

る義務を指揮・催
さい
促
そく
すること，謀

む
叛
ほん
や殺人

などの犯罪人をとりしまることである。
� （第３条）
一�　地頭は荘園の年

ねん
貢
ぐ
をさしおさえてはいけ

ない。� （第５条）
一�　20年以上継

けい
続
ぞく
してその地を支配していれ

ば，その者の所有になる。� （第８条）
（一部要約）

10御成敗式目

2 源氏の将軍が絶えた後，頼朝の遠
とお
縁
えん
にあ

たる京都の貴族が将軍にむかえられました。
3 成敗は裁判，式目はきまり（法規）とい

う意味です。

73-7
102

A4判　26P　歴史



鎌倉幕府が武士に支持された理由を説
明しましょう。

確認

承久の乱の後，幕府の政治はどのように変
わったのでしょうか。

深めよう

73-8
103

A4判　26P　歴史



浅井

桶　狭間の戦い（1560年）
おけ　　  はざ ま　

堺

石山本願寺

毛利

島津

長宗我部

山崎の戦い（1582年）
やまざき

しま  づ

もう  り

徳川
とくがわ

上杉
うえすぎ

伊達
だ　て

北条
ほうじょう

柴田
しば  た

明智
あけ ち

あざ い

朝倉
あさくら

延暦寺
えんりゃく じ

武田
たけ だ

ちょうそ   か   べ

いしやまほんがん じ

一向一揆
いっこういっき

長篠の戦い（1575年）
ながしの

1582年

1585年

1586年

1586年

1590年

1587年

京都
きょうと
安土
あづ ち

浅井

堺

石山本願寺

毛利

島津

長宗我部

しま  づ

もう  り

徳川
とくがわ

上杉
うえすぎ

伊達
だ　て

柴田
しば  た

明智
あけ ち

あざ い

朝倉
あさくら

延暦寺
えんりゃく じ

武田
たけ だ

ちょうそ   か   べ

いしやまほんがん じ

一向一揆
いっこういっき

京都
きょうと
安土
あづ ち

北条
ほうじょう

0 200km

1560年ごろ
1582年ごろ
信長にほろぼされた　主な勢力
信長軍の進路

秀吉にほろぼされた主な勢力
秀吉に服従・降伏した大名

ふくじゅう  こうふく

信長の領域
りょういきのぶなが

年次は服従・降伏した年
秀吉軍の進路

1586年

2 織田信長・豊臣秀吉の勢力の広がり
資料活用 97-3 ページ 6 と比べてみま

しょう。

2 豊
とよ
臣
とみ
秀
ひで
吉
よし

（1537〜1598）
（大
おお
阪
さか
府　逸

いつ
翁
おう
美術館蔵）

118-1
116
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織
お
田
だ
信
のぶ
長
なが
・豊

とよ

臣
とみ
秀
ひで
吉
よし
は，どの

ような勢力と
戦っているかな。

浅井

桶　狭間の戦い（1560年）
おけ　　  はざ ま　

堺

石山本願寺

毛利

島津

長宗我部

山崎の戦い（1582年）
やまざき

しま  づ

もう  り

徳川
とくがわ

上杉
うえすぎ

伊達
だ　て

北条
ほうじょう

柴田
しば  た

明智
あけ ち

あざ い

朝倉
あさくら

延暦寺
えんりゃく じ

武田
たけ だ

ちょうそ   か   べ

いしやまほんがん じ

一向一揆
いっこういっき

長篠の戦い（1575年）
ながしの

1582年

1585年

1586年

1586年

1590年

1587年

京都
きょうと
安土
あづ ち

浅井

堺

石山本願寺

毛利

島津

長宗我部

しま  づ

もう  り

徳川
とくがわ

上杉
うえすぎ

伊達
だ　て

柴田
しば  た

明智
あけ ち

あざ い

朝倉
あさくら

延暦寺
えんりゃく じ

武田
たけ だ

ちょうそ   か   べ

いしやまほんがん じ

一向一揆
いっこういっき

京都
きょうと
安土
あづ ち

北条
ほうじょう

0 200km

1560年ごろ
1582年ごろ
信長にほろぼされた　主な勢力
信長軍の進路

秀吉にほろぼされた主な勢力
秀吉に服従・降伏した大名

ふくじゅう  こうふく

信長の領域
りょういきのぶなが

年次は服従・降伏した年
秀吉軍の進路

1586年

118-2
117
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3 信長・秀吉の全国統一までのあゆみ

年年 できごとできごと

1543 鉄
てっ
砲
ぽう
が伝来する

1549 キリスト教が伝来する
1560 桶

おけ
狭
はざ
間
ま
の戦いで今

いま
川
がわ
義
よし
元
もと
を破る

1569 堺
さかい
を支配下におく

1570 一
いっ
向
こう
一
いっ
揆
き
との戦い（〜80）

1571 比
ひ
叡
えい
山
ざん
延
えん
暦
りゃく
寺
じ
を焼き討

う
ちする

1573 室
むろ
町
まち
幕
ばく
府
ふ
をほろぼす

1575 長
なが
篠
しの
の戦いで武

たけ
田
だ
氏を破る

1576 安
あ
土
づち
城
じょう
を築く（〜79）

1577 安土城下に楽
らく
市
いち
・楽

らく
座
ざ
政策

1582 本
ほん
能
のう
寺
じ
の変（信長没

ぼっ
す）

山
やま
崎
ざき
の戦いで明

あけ
智
ち
光
みつ
秀
ひで
をたおす

太
たい
閤
こう
検
けん
地
ち
を始める（〜98）

1583 大阪城を築く（〜88）
1585 関

かん
白
ぱく
となる

1588 刀
かたな
狩
がり
令を出す

1590 全国統一を果たす

信
長
が
行
っ
た
こ
と

秀
吉
が
行
っ
た
こ
と

118-3
118
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武士である秀吉が百
ひゃく
姓
しょう
や

町人に対する支配を 重
じゅう
視
し

したのはなぜでしょうか。
学習 課題

太
たい
閤
こう
検
けん
地
ち
と 刀

かたな
狩
がり
が，何をどのように変化

させたのかに着目しましょう。

見方・考え方 比較

118-4
119
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東
とう
海
かい
・近

きん
畿
き
・北

ほく
陸
りく
地方をほぼ統一した織

お
田
だ

信
のぶ
長
なが
は，武

たけ
田
だ
氏をほろぼした後， 中

ちゅう
国
ごく
地

方の毛
もう
利
り
氏を討

う
とうとしました。しかし，

家
か
臣
しん
の明

あけ
智
ち
光
みつ
秀
ひで
に攻

せ
められ， 京

きょう
都
と
の本

ほん
能
のう

寺
じ
で自害しました。信長の家臣の豊

とよ
臣
とみ
秀
ひで
吉
よし

1 は，山
やま
崎
ざき
の戦い（京都府）で光秀をたお

して信長の後
こう
継
けい
者
しゃ
となり，次いで四

し
国
こく
・

九
きゅう
州
しゅう
，さらに関

かん
東
とう
・東

とう
北
ほく
地方の大名を

従
したが
えて，1590年に全国統一をなしとげま

した 2 3 。その間，秀吉は，全国に200

秀
ひで
吉
よし
による全国統一

−近世社会の基
き
礎
そ
づくり−

4

豊
とよ
臣
とみ
秀
ひで
吉
よし
の

全国統一

118-5
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万石
ごく
をこえる領地をもつようになり，大

おお
阪
さか

4 ・京都・伏
ふし
見
み
に城

しろ
を築いて，全国の金

山・銀山を支配下におきました。さらに，

関
かん
白
ぱく
（➡ 54-4 ページ）の地位について，天

てん

皇
のう
の伝統的な権

けん
威
い
をも利用して政治を行い

ました。

　信長は安
あ
土
づち
に，秀吉は京都の伏

ふし
見
み
（のち

に桃
もも
山
やま
とよばれた）に城を築いたので，こ

の時代を安
あ
土
づち
桃
もも
山
やま
時
じ
代
だい
といいます。

学習した人物：豊臣秀吉 小学校

118-6
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基本用語

武士が政治の実権をにぎった時代のう
ち，安土桃山時代と江

え
戸
ど
時代を近世と

いいます。（（➡ 72-7 ページ）中世）

近世

4 大阪城（大
おお
坂
さか
夏の陣

じん
図
ず
屏
びょう
風
ぶ
　大阪城天

てん

守
しゅ
閣
かく
蔵）　秀吉が全国の大名に築城を手伝わ

せました。

118-7
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秀吉は，ますやものさし 5 などの基準を

統一し，役人を全国に派
は
遣
けん
して，田畑の面

積をはかり，土地のよしあしや耕作者を調

べさせ，村ごとに検地帳を作成しました。

収
しゅう
穫
かく
高
だか
は，全国どこでも同じ大きさのま

すで測られ，石
こく
高
だか
1 で示されました。秀

吉が全国で行った検地 7 を，太
たい
閤
こう
検
けん
地
ち
2

といいます。

　太閤検地の結果，検地帳 6 に記された

百
ひゃく
姓
しょう

3 は，その田畑を耕作する権
けん
利
り
を

認
みと
められ，定められた年

ねん
貢
ぐ
を村ごとに領主

である武士に納
おさ
めることになりました。武

太
たい
閤
こう
検
けん
地
ち

119-1118-8
123

A4判　26P　歴史



士は，その領地を石高であらわされ，石高

に応じて軍
ぐん
役
やく
4 を負

ふ
担
たん
することになりま

した。こうして，公
く
家
げ
や寺社は，それまで

荘
しょう
園
えん
領主（➡ 70-5 ページ）としてもって

いた田畑に関する権
けん
利
り
をすべて否

ひ
定
てい
され，

勢力を失いました。

119-2
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1 尺
しゃく

（約30cm）

田
畑
の

中ち
ゅ
う
田で
ん  

七
畝せ

拾（
十
）五
歩  

九
斗と  

源げ
ん
左ざ

衛え

門も
ん
の

尉じ
ょ
う

［
等
級
］
［
面
積
］
［
収
穫
高
］
［
耕
作
者
］

5 検地に使われたものさし
（検地尺

じゃく
　鹿

か
児
ご
島
しま
県　尚

しょう
古
こ
集成館蔵）

6 1589年の検地帳（熊
くま
本
もと
県立図書館蔵）

119-3
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7 検地のようす（秋
あき
田
た
県　玄

げん
福
ぷく
寺
じ
蔵）

江戸時代の検地のようすです。

119-4
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秀吉は，刀
かたな
狩
がり
8 を行って，百姓から刀・

弓・やり・鉄
てっ
砲
ぽう
などの武器を取り上げまし

た。刀狩と検地によって，一
いっ
揆
き
などの百姓

の抵
てい
抗
こう
を防ぎ，武士と百姓とを区別する兵

へい

農
のう
分
ぶん
離
り
を進めました。さらに，百姓が田畑

をすてて武士・町人（商人・職人）になるこ

とや，武士が百姓や町人になることなどを

禁止しました。武士と町人は町に，百姓は

村にというように，住む場所も固定しまし

た。こうして，武士と百姓・町人との身分

のちがいをはっきりさせて，近世社会のし

くみを整え，武士による支配を固めていき

刀
かたな
狩
がり

119-5
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ました。

　また，秀吉は，初めはキリスト教を保護

しましたが，長
なが
崎
さき
がイエズス会（➡ 113-5

ページ）の領地になったことなどから，国

内統一のさまたげになると考え，宣
せん
教
きょう
師
し

を追放する命令を出しました。

119-6
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一 　百姓が刀・わきざし・弓・やり・鉄砲，
その他の武具を所持することを固く禁止す
る。その理由は，不必要な武具を持つと，
年貢を納めずに一揆をくわだてることにな
るので，大名と家臣は，百姓の所持する武
具をすべて取り上げ，秀吉に差し出すこと。

一 　百姓は，農具を持ち，耕作だけを行って
いれば，子々孫々まで長く続くであろう。

（『小
こ
早
ばや
川
かわ
家
け
文
もん
書
じょ
』より一部要約）

8刀狩令

資料活用 秀吉は，刀狩を行う理由をど
のように説明しているか読み取りましょう。

119-7
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1　石は体積ですが，1石を重さにすると米

約150㎏です。田だけでなく畑や屋
や
敷
しき
も米

の石高であらわされ，年貢が課されました。
2太閤は関白をやめた人のことで，ここで

は秀吉をさします。
3百姓は，多くは農民ですが，村に住む漁

民や山の民や職人も含
ふく
まれます。

4武士が 将
しょう
軍
ぐん
や大名に対して負う，軍事

上の負担です。

119-8
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なぜ，秀吉が行った事業を全国統一とい
うのでしょうか。

深めよう

秀吉はどのような社会をつくろうとし
たのか，百姓や町人に対する政

せい
策
さく
から

説明しましょう。

確認

119-9
131

A4判　26P　歴史


